
（臨 時）法 学 部 教 授 会 議 事 要 旨 

 

 

日 時  令和２年４月２日（木）１３時００分～１５時２０分 

場 所  豊中総合学館 ４０２及び４０１講義室（４階） 

出席者  ７４名（定足数３９名） 

 

議     事 

 

【 協議事項 】 

１．新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に係る授業（大学、学部）の取り扱いについて 

学部長から、はじめに臨時教授会開催の主旨について、説明があった後、教務委員会委員長から、

資料に基づき、法学部における新型コロナウイルス感染防止に配慮した授業の実施体制、方針等につ

いて、説明があり、協議の結果、承認した。 

    引き続き、法学研究科、高等司法研究科、知的基盤総合センターにおけるＦＤ研修（ＦＤ講演会）

として位置付け、担当教員から、ＣＬＥの使用方法、オンライン授業等の実施支援、大学教員のため

の著作権法入門について、それぞれ説明があり、活発な質疑応答が行われた。 

 

 

 


